
公益社団法人日本動物用医薬品協会

会員各位

動薬協会発 155号

令和 6年 1月 31日

公益社団法人日本動物用医薬品協会

理事長池田一樹

(公印省略)

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正について

平素より協会事業にご理解とご支援を賜り、御礼申し上げます。

さて、標記のことについて、別添のとおり消費・安全局長通知 (5消安第 5431

号)がありましたので、お知らせします。



公益社団法人 日本動物用医薬品協会理事長殿

5消安第 5431号〆

令和 6年 1舟 29日

農林水産省消費・安全局長

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正について

このことについて、別紙 1のとおり本日付けで公布されまじたので御了知の

上、本改正事項について、貴団体の会員又は組合員に対する周知徹底方お願いし

ます。

なお、本改正の概要については、別紙2を御参照ください。‘



(別紙n

O
農
林
水
産
省
令
第
三
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
玉
号
)
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
一
月
二
十
九
日

農
林
水
産
大
臣

坂
本

哲
志

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
(
昭
和
五
十
一
年
農
林
省
令
第
三
十
玉
号
)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
(
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
)

で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。



部凶器量 主主 同 jiii; 

別表第 1 (第1条関係別表第1 (第1条関係)

1 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示 I 1 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示

の基準

111 略)

凶 飼料一般の製造の方法の基準

ア~ヌ(略)

主ブイターゼ(その2の111)は、豚、鶏及びうずらを対象と

する飼料(飼料を製造するための原料文は材料を含む。)以

外の飼料に用いてはならない伺

IJI • 141 (略)

I~I 飼料一般の表示の基準

ア 側各)

イ 飼料(飼料添加物を含むものに限る。)には、次に掲げる

事項を表示しなければならない。

171 ~同(略)

~I 111のワに掲げる表、 111のキのl司、ケの附及びコの問、 1II

のエからカまで、 1I1のキに掲げる表並びに 1I1のケ及びサか

ら主までに対象とする家畜等が定められている飼料にあっ

ては、対象家畜等

開~削(略)

(注)略)

ウ(略)

2~6 側杏)

の基準

111 略)

121 飼料一般の製造の方法の基準

ア~ヌ(略)

(新設)

131 • 14) 略)

I~I 飼料一般の表示の基準

ア(略)

イ 飼料(飼料添加物を含むものに限る。)には、次に掲げる

事項を表示しなければならない。

171 ~III (路)

It) (JIのワに掲げる表、 111のキの|円、ケの 171及びコの加、 1I1

のエからカまで、 l目のキに掲げる表並びに 121のケ及びサか

ら'5(までに対象とする家畜等が定められている飼料にあっ

ては、対象家畜等

曲1~II) (略)

(注略)

ウ(略)

2~6 (略)



別表第2 (第2条関係)

1 ~5 (略)

6 飼料添加物一般の試験法

(路)

III~問。洛)

~I) 酵素カ試験法

①~⑦(略)

③ フィチン酸分解力試験法

(略)

liI略)

li) 第 2法

基質溶液の調製

フィチン酸ナトリウム0.8g (0. 75~0. 84 g)を量り、

0.25mol/L酢酸ナトリウム塩酸混液 (oH5.5) を加えて溶

かし、塩酸でpHを5.5に調整した後、 100mLの全量フラス

コに入れ、同翠主主を標線まで加えて100mLとする。

反応停止発色液の調製

(略)

操作法

(略)

検量線の作成

(略)

旧(略)

」且室主主主
基質溶液の調製

別表第2 (第2条関係)

1~5 略)

6 飼料添加物一般の試験法

(略)

IJI~同(略)

制 酵素カ試験法

①~⑦(略)

③ フィチン酸分解力試験法

(路)

liI略)

(i) 第2法

基質溶液の調製

フィチン酸ナトリウム0.8g (0. 75~0. 84 g) を量札

口H5.5に調整した0.25mollL酢酸塩駿緩衝液を加えて溶か

し、塩酸で凶を5.5に調整した後、 100mLの全量フラスコ

に入れ、同翠盆盗を擦線まで加えて100mLとする。

反応停止発色液の調製

側吾)

操作法

(賂)

検量線の作成

(略)

同(略)

ー(新設)



あらかじめフィチン酸ナトリウムをデシケーター(シ

リカゲル)中で24時間以上乾燥し、その2.0g (1. 95~ 

2.04引を量I?， O. 25moll L酢酸ナトリウム塩酸混液(

。H5.5) 200mL:を加えて溶かし、 6mol/L権酸でロHを5.5に

調整した後、 250mLの全量フラスコに入れ、同混液を標線

まで加えて250mL~す石n

反応停止発色液の調製

モリブデン酸アンモニウム100.0g (99. 95~100. 04 g 

)に水を加えて溶かし、 25%アンモニウム水10mLを加え

た後、水を加えて1.OOOmL ~し、モリブデン酸アンモニウ

ム試液を調整する内パナジン酸アンモニウム2.35定(

Z 345~2. 354 g )に50~600Cに温めた水40ωιを加えて溶

かし、硝酸 (1→ 3) 20mLを加え、更に水を加えて

1.OOOmLとし、バナジン酸アンモニウム試液とするn

モリブデン酸アンモニウム試液1容量に、パナジン酸

アンモニウム試液1容量及び硝酸 (1→3) 2容量争加

え、混合するの反応停止発色液は用時調整するの

盤盆主主
言託料溶液l土、各条で規定する方法で調整する内試料溶

液O.1mLをマイクロピペットを用いて量り、 12X150皿の

試験管に入れ、ポリソノレベート20添加 (0.01%) 

025mol/L酢酸ナトリウム権酸混液 (pH5.5) O. 3mLをマ

イクロピベy トを用いて加え、混合し、 37:!::0.5
0
Cに加温

し、 5分間放脅するのこの試料溶液に、あらかじめ37:!::

O. SOCに加温した基質溶液0.8mLをマイクロピベットを用



いて加え、混合し、 37土0.5'Cで正確に30分間放置する内

その後、反応停止発色液o..8mLをマイクロピペットを用い

て加え、混合し、試験反抗液!:::する A 別に試料溶液O.lmL

をマイクロピペットを用いて景り、 12X150凹の試験管に

入れ、ポリソルベート20添加 (0.01%) O. 25mo1/ L酢酸ナ

トリウぶ塩酸混液 (pH5. 5) O. 3mL争マイクロピペットを

用いて加え、混合し、 37:1:0. 5'Cに加湿し、 5分間放置す

るA この試料溶液に反応停止発色液0.8mLをマイクロピペ

ットを用いて加えた後、あらかじめ37士0.5'Cに加湿した

基質溶液0.8mLをマイクロピペットや用いて加え、混合し

、試験対照溶夜とするの

試験反応溶液及び試験対照溶液を窒温で10分間放晋し

た後、 11， 000 X只で3分間涼心分離争行い、得られた上

澄液につき、水を対照液!:::して波長415nmにおける吸光度

♀旦長塑旦旦主遡室主ゑ♀

1只中のフィチン酸分解力単位

1 1 
=(ODr一ODTB)XFXEEXF×Z 

立旦T....!試験反応溶液の平均吸光度

ODTB・試験対照溶液の平均吸光度

三ょ亙翠盈笠
F:検量線から求めた吸光度差1に対応するリン酸

イオン濃度 (umol/mLl

W:試料採取量(耳)



盤量蓋2生盛
リン酸二水素カリヴム約10gを1050Cで2時間乾燥させ

た後、デシケーターで保存し、その0.682箆 (0.6815~ 

0.6824g)を量り、ポリソルベート2日添加(0.01 % 

)0.25mo1/L酢酸ナトリウム塩酸混液 (pH5.5)を加えて

溶かし、 100mLの全量フラスコに入れ、さらに同混液を標

線まで加えて100mLとしたものを標準原液とする伺

標準原液を順次水で正確に 2倍、 4倍、 B倦及び16倍

に希釈し、標準液とする内各標準液0.041札をマイクロピ

ベ γ ト争用いて量り、 12X150mmの試験管に入れ、ポリソ

ノレベート20添訓(0.01%) O. 25mo11 L酢酸ナトリウム塩酸

混液(凶5.5)0.36mLをマイクロピベットを用いて加え混

合した後、基質溶液0.8mL及び反応停止発色液O.8札争マ

イクロピベットを用いて加え混合したものを、リン酸標

準反応溶液とするのリン酸標準反応溶液を室温で10分間

放置した後、 11.000X突で3分間遠，乙、分離を行い、得ら

れた上澄液につき、水を対照液として波長415nmにおける

墜主皇♀DSh♀旦旦ム4旦日及びODS4を測定する

の別にポリソノレベート20添加 (0.01 %) O. 25mo11 L酢酸ナ

トリウム塩酸混液 (pH5.5)0.4mLをマイクロピベヴトを

用いて量り、 12X 150阻の試験管に入れ、墓質溶液0.8mL

及び反応停止発色液O.伽 L争マイクロピペットを用いて加

えて混合したものを、リン酸標準対照溶液~するn リン

酸標準対照溶液争室温で10分間放置した後、 11.000X広

で 3分間遠心分離を行い、得皇主主主上澄液につき、水を



対照液!-して波長415nm!こおける吸光度ODBを測定する

リン酸イオン濃度を縦軸に、測定したリン酸標準反応

溶液とリン酸標準対照溶液の吸光度差 (ODs1ーODBl

(ODS2-ODB)、 (0Ds 3手立B)&込具立臼二

O DB) を横軸にとり、検量線を作成するn

7 飼料添加物一般の試験法並びに各飼料添加物の成分規格及び

製造方法等の基準に用いる標準品、試薬・試液、容量分析用標

準液、標準液、色の比較液、計量器・用器、ろ紙、滅菌法及び

ベルトヲン糖類定量表の規定

111 (略)

臼l試薬・試液

(略)

亜鉛(標準試薬)~酢酸塩酸緩衝液、 O.lmol/L、酵素力試験

用(略)

(削る。)

酢程変・酢酸アンモニワム緩衝液、 pH4.8~酢酸ナトリウム、無

水(略)

0.25mol/L酢酸ナトリウム塩酸混液 (nH5.5) 酢酸ナトリウ

ム34.02 g (34. 015~34. 024 g )に水を加えて溶かし、塩酸

でnHを5.5に調整し、水を加えて1.000凶J とする内

酢酸ナトリウム試液~レゾルシン (略)

IJI~1同(略)

7 飼料添加物一般の試験法並びに各飼料添加物の成分規格及び

製造方法等の基準に用いる標準品、試薬・試j夜、容量分析用標

準液、標準液、色の比較液、計量器・用器、ろ紙、滅菌法及び

ベ/レトラン糖類定量表の規定

111 略)

111 試薬・試液

(略)

亜鉛(標準試薬)~酢酸塩酸緩衝液、 O.lmol/L、酵素力試験

用 側告)

酢酸塩酸緩衝液、 0.25mol/L、酵素力試験用 酢酸ナトリウ

ム34.02疋 (34.015~34. 024 g )に水争加えて溶かし、塩酸

で凶を5.5に調整し、水を加えて1.00伽1Lとする内

酢酸・酢酸アシモニウム緩衝液、 pH4.8~酢酸ナトリウム、無

水(略)

(新設)

酢酸ナトリウム試液~レゾノレシン (略)

IJI~I!I (略)



8 各飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準

(1) ~ (140) (路)

(l41) フィターゼ

フィターゼ(その1)

(略)

フィターゼ(その 2の(1)) 

ア製造用原体

的 成分規格

酵素カ単位 (略)

物理的・化学的性質

(略)

純度試験 (略)

強熱残分 何吾)

酵素力試験 フィチン酸分解力試験法第2法により試

験を行う。

試料溶液の調製ポリソルベート20 O. 1 g (0. 05~ 

0.14 g) に0.25mol/L酢酸ナトリウム復酸混液(

出~を加えて溶かし、更に同翠藍を加えて lL

としたものを希釈液とする。試料について試験を

行うために必要な量を有効数字3桁まで量り、そ

の数値を記録し、 1mL当たりの濃度が50フィチン

酸分解力単位となるように希釈液を加え、激しく

撹持して溶かし、試料原液とする。この原液適量

を全量ヒoベットを用いて量り、 lmL当たりの濃度

がO.5フィチン酸分解力単位となるように希釈液を

8 各飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準

[11 '" (140) 略)

(141) フィターゼ

フィターゼ(その1)

(略)

フィターゼ(その 2の(1)) 

ア製造用原体

的 成分規格

酵素カ単位 (略)

物理的・化学的性質

(略)

純度試験 (略〕

強熱残分 (略)

酵素カ試験 フィチン酸分解力試験法第2法により試

験を行う。

試料溶液の調製 ポリソノレベート20 O. 1 g (0. 05~ 

0.14 g) に0.25mollL酢酸塩駿緩衝液を加えて溶

かし、更に同鍾重盗を加えて lLとしたものを希

釈液とする。試料について試験を行うために必要

な量を有効数字3桁まで量り、その数値を記録し

、 lmL当たりの濃度が50ブイチン酸分解力単位と

なるように希釈液を加え、激しく資枠して溶かし

、試料原被とする。この原液適量を全量ピペット

を用いて量り、 lmL当たりの濃度が0.5フィチン酸

分解力単位となるように希釈液を加え、試料溶液



加え、試料溶液とする。

川~凶〈略)

イ製剤(その 1 液状)

(略)

ウ製剤Ij (その 2)

的 成分規格

(略)

酵素カ単位 (略)

酵素力試験 ブィチン酸分解力試験法第2法により試

験を行う。

試料溶液の調製 ポリソノレベート20 5 g (4. 5~ 

5.4 g)及び牛血清アルブミンO.6 g (0. 55~0. 64 

g) に0.25mol/L酢酸ナトリウム塩酸混液 (oH5.5

Lを加えて溶かし、更に同選盗を加えて lLとし

て抽出液とする。希釈液については、フィターゼ

(その 2の 111)製造用原体を準用する。試料につ

いて試験を行うために必要な量を有効数字3桁ま

で量り、その数値を記録し、 l阻L当たりの濃度が

50フィチン酸分解力単位となるように、抽出液を

加え、 トライアングル回転子を用いて激しく撹持

しながら20分間超音波処理し、更に20分間激しく

援枠して溶かした後、毎分14，000回転で3分間遠

心分離し、その上澄液を試料原液とする。この原

液適量を全量ピベットを用いて量り、 lmL当たり

の濃度が0.25フィチン酸分解カ単位となるように

とする。

111~III (略)

イ製剤(その 1 液状)

(略)

ウ製剤(その 2)

111 成分規格

(略)

酵素カ単位 (略)

酵素力試験 フィチン酸分解力試験法第2法により試

験を行う。

試料溶液の調製ポリソルベート20 5 g (4. 5~ 

5.4 g)及び牛血清アノレブミン0.6g (0. 55~0. 64 

g) に0.25mollL酢酸権酸緩衝液を加えて溶かし

、更に同釜箆主主を加えて lLとして抽出液とする

。希釈液については、フィターゼ(そのzの111) 

製造用原体を準用する正試料について試験を行う

ために必要な量を有効数字3桁まで量り、その数

値を記録し、 lmL当たりの濃度が50フィチン酸分

解力単位となるように、抽出液を加え、トライア

ングノレ回転子を用いて激しく撹枠しながら20分間

超音波処理し、更に20分間激しく撹狩して溶かし

た後、毎分14，000回転で 3分間遠心分離し、その

上澄液を試料原液とする。この原液適量を全量ピ

ペットを用いて量り、 lmL当たりの濃度が0.25フ

ィチン酸分自軍力単位となるように希釈液を加え、



希釈液を加え、試料溶液とする。

({I • [!I (略)

フィターゼ Iその 2の(21)~フィターゼ(その 2 の (fil ) 

(略)

フィターゼ(その 2の(11) 

Z 製造昼亙主主

J1L盛金翠盆

墜茎左差盆本品は、酵素力試験を行う左昔、 1g中

に150.000フィチン酸分解カ単位以上を含むα

物理的・化学的性質

卑木品は、帯緑褐色の液体であるの

金本品の水溶液(1→100)のoHは、 4.0~5. 0であ

亙L

E主木品は、 oH2.5~5. 5において最大の酵素活性を

査土盃ι

鍾亙蓋墜
Q2鐙木品1.0 g (0. 95~1. 04，，)争責り、鉛試験

法(原子吸光光度法第1法)により鉛の試験を行

うとき、その量は、 5ud"以下でなければならな

いのこのとき、鉛標準液は、 0.5mLを令量ピペット

を用いて量り、 10mLの全量フラスコに入れ、硝酸

(1→150) を標線まで加えて10mL!-し、標準液主

主ゑL

日主主室フィクーゼ(その1)製造用原体の純度

試験②を準用する。

試料溶液とする。

削.[!I 略)

フィターゼ(その 2の (21)~フィターゼ(その 2 の (61 ) 

(略)

(新設)



@基盤量生 フィターゼ(その1)製造用原体の

純度試験①を準用するの

塾塾盈全 5.0%以下 (0.5g) 

墜室主蓋~ フィチン酸分解力試験法第4法により試

墜主笠主ヰー
試料溶液の調製 本品0.5g争有効数字3桁まで量り

、その数値を記録し、 100mLの全量フラスコに入れ

、ポリソルベート2日添加(0.01%) O. 25mol/ L酢酸

ナトリウム塩酸混液 (pH5.5) 日伽tを加え、回転子

を用いて室温で30分間撹枠した後、回転子を取り

出し、同混i夜を標線まで加えて100mL~し、試料原

被どする内との試料原液滴量争マイクロピペット

を用いて量り、 lmLあたりの濃度が約0.1フィチン

酸分解力単位左なるように岡混液を加え正確に希

釈し、試料溶液左する内

A 製造の方法の基準

r四 a四 taellaDhaffiiに属する菌検を宿宇土したフ

ィターゼ生産経換え体争第養し、培養を終了した後、

培養物をろ過して菌体を除去し、さらに、ろ液を濃縮

して製造すること n

.ill.保存の方法の某準

遮光した密閉容器に保存すること n

i 蓋丞2基準

本品の直接の容器又は直接の被包に、最大の酵素活

性を示宇pH値(小数点以下第 1位まで)を記載するこ



よムー

こL製塑以三金よ盗盆L
JZL盛会翠藍

本品は、フィターゼ(その 2の111)製浩用原体に安

息香酸ナトリウムを加えた後、塩酸を用いてロHを調整

し、必要に応じて水及びグリセリンを混和した水溶性

盗立盤之丞ゑ£
墜室左単位本品は、酵素カ試験を行うとき、表示ブ

ィチン酸分解力単位の85~170%を含む。

墜室主登墜 フィチン酸分解力試験法第4法により試

監主丘之ヰー
試料溶液の調製本品 1去を有効数字3桁まで量り

、その数値を記録し、 100mLの全量フラスコに入れ

、ポリソルベート20添加 (0.01%) 0.25mol/L酢

酸ナトリウム塩酸混液 (oH5.5) 80mLを加え、回転

子を用いて室温で30分間接伴した後、回転子を取

り出し、同混液を標線玄で加えて100mL!:-し、試料

原液左するn この試料原液適量をマイクロピペッ

トを用いて量り、 lmLあたりの濃度が約O.1フィチ

ン酸分解力単位となるように同混液を加え正確に

希釈し、試料溶液とする内

立L保存の方法の基準

フィターゼ(その 2の11))製造用原体の保存の方法

の基準を準用するn

仲| 表示の基準



フィターゼ(その 2の日))製浩用原体の表示の基準

主塗亙主ゑs

立製週以三2えi
且盛会翠蚤

本品は、フィターゼ(その 2の 17))製造用原体を噴

霧乾燥した後、小麦粉及びαーデンプン争加えた粉末

又は粒子であるの

墜茎去単位本品は、酵素力試験を行うとき、表示フ

ィチン酸分解力単位の85~170%を含むn

墜茎忍草E主 ブイチン酸分解力試験法第4法により試

墜主笠2..ー
試料溶液の言属製 本品 1gを有効数字3桁まで量り

、その数値を記録し、 250mLの三負フラスコに入れ

、ポリソルベート20添加 (0.01%) O. 25mol/ L酢

酸ナトリウム塩酸混液(叫15.5) 100mL:争加え、回

転子を用いて室温で30分間後狩した後、約 2mLを

11. 000 X gで 3分間涼心分離し、得られた上澄液

を試料原液!:-.するn この試料原液適量をマイクロ

ピベットを用いて量り、 1mLあたりの濃度が約O.1 

フィチン酸分解力単位となるように同混液を加え

正確に希釈し試料溶液左するn

五L保存の方法の基準

ブイターゼ(その 2の111)製造用原体の保存の方法

の基準を準用するの

日l表示の基準



フィターゼ(その 2のliI)製造用原体の表示の基準

主塗亙主ゑ♀

エ製塑以三0)3) 

J!L盛全塁盗
本品は、フィターゼ(その 2の 111)製造用原体に、

小麦粉を加えて乾燥した後、植物油及びグリセリン脂

肪酸エステルで被覆し、必要に応じてもみがらを加え

た小片又は粒子であるの

盤塞左皇盆本品は、酵素力試験を行うとき、表示ブ

ィチン酸分解力単位の85~170%を含むn

墜室去琵E主 フィチン酸分解力試験法第4法により試

墜主主主4ー

試料溶液の調製 フィターゼ(その 2の111)製剤(

その 2)の酵素力試験を準用するn

JiL保存の方法の某準

フィターゼ(その 2のliI)製造用原体の保存の方法

の基準を準用する内

JiL室丞2基準
フィターゼ(その 2の111)製造用原体の表示の某準

主準亙主ゑA

(142) ~ (163) (路) (142) ~ (163) 略)
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(別紙2)

「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」の一部改正案について

1 現行制度の概要

( 1 )銅料添加物は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和 28年法律第

35号。以下「法」という。)第2条第 3項において、飼料に添加、混和、浸潤その他

の方法によって用いられる物で、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定

するものと規定されており、具体的には、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関す

る法律第二条第三項に基づき飼料添加物を定める件(昭和 51年 7月 24日農林省告示

第 750号。以下「告示|というの)において指定されている。

( 2)また、法第3条第 1項の規定により、飼料添加物を含む飼料の使用等が原因となっ

て有害畜産物が生産されること等を防止する見地から、農林水産大臣は農業資材審議

会の意見を聴いて(同条第2項)飼料添加物の成分規格等を定めることができること

とされており、この成分規格等については、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す

る省令(昭和 51年農林省令第 35号。以下「省令j という n )において定められてい

豆L

( 3 )省令においては、

① 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準(省令別表

第 1の1)

②飼料添加物一般の試験法(省令別表第 2の6)

③ 飼料添加物一般の試験法並びに各飼料添加物の成分規格及び製造方法等の基準に

用いる標準品、試薬・試液、容量分析用標準液、標準液、色の比較液、計量器・用

器、ろ紙、滅菌法及びベルトラン糖類定量表の規定(省令別表第2の7)

④各飼料添加物ごとに個別の成分規格及び製造の方法等の基準(省令別表第2の8)

が定められているσ

2 改正の趣旨

今般、飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進を目的として飼料に添加する I

フィターゼについて、遺伝子組換えにより耐熱性を改善したフィターゼの規格の設定に

ついて、飼料メーカーから要望があった。

フィターゼとしては、飼料添加物として既に告示により定められていることから

今回の改正に伴う告示の改正は不要であるが、省令により定められている成分規格

等について、今回指定の要望があったフィターゼは、既存のフィターゼの成分規格

等に合致しないものであるため、当該フィターゼを飼料添加物に指定するにあたっ

て、新たに成分規格等を設定する必要がある。 ※今般の省令改正に当たって、農業

資材審議会に意見を聴いたところ、適当であるとの答申を得たところ。

3 改正の内容



①省令別表第1の1の(2)及び (5 )に、対象家畜を規定する。

②省令別表第2の6の (14) の③に、試験法について規定するo

③省令別表第2の7の(2) に、試薬・試液について規定するo

④省令別表第2の8の(l41)に、成分規格を規定する。

4 施行期日

公布の日

5 パブリックコメシトの実施期間

令和 5年 9 月 6 日 ~10 月 6 日



飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正の概要

|1 改正の趣旨|

(1)飼料添加物は、飼料安全法相第3条第，1項に基づき、省令制において有害音

産物が生産されること等を防止する見地から、成分規格等が定められています。

(2 )今般、フィターゼの規格・基準を改正するため、省令の一部を改正すること

になりました。

|2 改正の概要|

・フィターゼ(酵素)

省令において、 Komagatae11 a phaff i iに属する菌株を宿主としたフィターゼ生

産組換え体が産生するフィターゼについて、豚、鶏及びうずらを対象と定め、本

フィターゼを含む飼料は対象家畜等を表示しなければならないと規定するととも

に、規格・基準を設定しました。

本剤に関する省令の改正は、令和6年 1月29日に施行されます。

※1飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和 28年法律第 35号)

Z飼料及び飼料添加物の成分規格等lヒ関する省令(昭和 51年農林省令第 35号)

担当: 畜水産安全管理課

飼料安全基準班飼料添加物担当

TEL目 03-3502-8111 (内線:4546)


